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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人新金

属協会（JSNM）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正

すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって，JIS H 4751:1998 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 H 4751：2016 
 

ジルコニウム合金管 

Zirconium alloy tubes 

 
1 適用範囲 

この規格は，原子燃料被覆管として用いる継目無ジルコニウム合金管（以下，管という。）について規定

する。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS H 0321 非鉄金属材料の検査通則 

JIS H 1653 ジルコニウム及びジルコニウム合金中の窒素定量方法 

JIS H 1664 ジルコニウム及びジルコニウム合金中の水素定量方法 

JIS H 1665 ジルコニウム及びジルコニウム合金中の酸素定量方法 

JIS Z 2241 金属材料引張試験方法 

 

3 種類及び記号 

管は，化学成分によって区分し，その種類及び記号は，表 1 による。 

 

表 1－種類及び記号 

種類 記号 

Sn-Fe-Cr-Ni 系ジルコニウム合金管 ZrTN 802 D 

Sn-Fe-Cr 系ジルコニウム合金管 ZrTN 804 D 

 

4 品質 

4.1 外観 

管は，7.1 によって試験を行い，その外観は，仕上げ良好で，汚れ，割れ，きずなどの使用上有害な欠陥

があってはならない。 

4.2 化学成分 

管は，7.2 によって分析試験を行い，その化学成分は，表 2 による。また，不純物の許容値は，表 3 によ

る。表 2 及び表 3 の許容変動値とは，注文者側が管の化学成分を確認する目的で分析を行った場合に，規

定値又は許容値の範囲を超えて許容される値をいう。 


